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2019年3月14日 消費者保護WG 広告表示適正化資料サマリー

－電気通信サービス向上推進協議会としての取り組み－

１．広告チェック体制における「消費者モニター」を新たに導入することを検討
消費者目線での広告（特に条件付き最安表示TV広告）チェックの観点から、

消費者モニター体制の導入を検討。

２．「電気通信サービスの広告表示自主基準及びガイドライン」 改定・追補検討
主に以下３方向を中心に改定の検討を進める。

①店頭広告表示の適正化について

②条件付き安値訴求広告の注釈の入れ方

③Web広告（Webサイト）の注釈の入れ方（見落としを防ぐ）について

３．店頭広告のオーディット実施
事業者（ドコモ、KDDI、ソフトバンク）による店頭広告表示での自主的な適正化施策（2018年12月～）

の運用状況について外部（電気通信サービス向上推進協議会）から監査する。
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１．消費者モニター導入検討の進捗
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①消費者モニターの導入検討結果について

✓ インターネット調査（定量調査）／ グループインタビュー(定性調査） 両方式を検討した。

✓ 調査の客観性や即時に多くの調査結果を収集できるなどの優位性を考慮し、

まず、インターネット調査（定量調査）から着手し2019年度内で実施を予定。

⇒サ向協会員事業者・事務局による検討を経て8月2日のサ向協広告表示検討部会にて導入を決定

✓ インターネット調査では、条件付き最安表示（TV広告）に対する消費者のCM理解度・行動意識

を分析し、当該広告の誤認リスク度合い等を数値化することを検討中。

現在、設問の精査、フリーアンサーに対する追跡質問方法、分析・結果レポート形式など

調査全体設計について準備を進行中。

✓ グループインタビュー（定性調査）は、インターネット調査（定量調査）の準備や実施状況などを見
つつ、手法・内容等を引続き検討する。
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②条件付き最安値表示テレビ広告のスクリーニング

✓ 広告表示検討部会にてスクリーニングを実施し、

消費者モニター調査および広告表示アドバイザリー委員会へ送る。

③調査結果の活用について

✓ 調査結果は広告表示検討部会、広告表示アドバイザリー委員会へ報告し、

広告審査の際の参考情報とする。

※調査結果の個社単位でのフィードバック実施有無（実施の場合は方法等）は継続検討
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事業者に対して

広告表示自主基準・ガイドラインに照らした検討結果を送付

問題がある場合は改善を要請

協議会Webサイトで事業者名を伏せて検討結果を公開

消費者団体、電気通信4団体、

JARO、総務省(ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ)

有識者、弁護士、消費者団体代表、

JARO、総務省（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ）

広告表示チェック体制の強化（消費者モニターの導入）

消費者モニター

・料金系テレビ広告
（条件付き安値訴求）を
消費者目線でチェック
・事業者のテレビ広告実施状況等
によりモニター実施時期を検討

広告表示検討部会（予備審査）
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現チェック体制（四半期毎）

広告表示ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ委員会（本審査）

チェック対象：通信4団体加盟社の
テレビ広告・新聞広告

事業者への直接フィードバック
（検討中）

条件付き最安表示テレビ広告スクリーニング

新たに導入 ※

※まず、インターネット調査（定量調査）から準備着手し2019年度内で
実施を予定。
※グループインタビュー（定性調査）は、インターネット調査の準備や実施
状況などを見つつ、手法・内容等を引続き検討する。



２．電気通信サービスの広告表示に関する
自主基準及びガイドライン改定検討の進捗
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①店頭における広告表示の課題
✓ 携帯電話販売店店頭での「条件付き最安値表示」「キャッシュバック」等の広告における注釈不備など。
✓ 消費者庁による「携帯電話等の移動系通信の端末の販売に関する 店頭広告表示についての景品表示法

上の考え方等の公表について」なども昨年11月13日および本年6月25日にあった。

■自主基準ガイドライン改定の方向性
✓ 主として店頭での料金表示における留意点
→購入条件があるにも関わらず条件の表示が不十分であったり、条件が正しく認識できない場合、ある
いは単に「詳細は店員に」と記載し、購入条件の記載を省略しているような広告は不適切な表示となり
得るので注意が必要。
✓ 消費者庁上記公表文書の参照を追記

■改定対象条文（案）
・第21条（携帯電話等移動体通信端末に関する広告表示）
※条文タイトルの修正 「移動体通信端末に関する」→「移動体通信端末・料金に関する」
・その他必要な条文
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②条件付き最安値表示（テレビ広告他）の課題
✓ 料金の安さがことさら強調され制約条件などが分かりづらい（注釈量が多い、注釈が小さい、レイアウトや配色・

背景などの状況で注釈が読みづらい、表示料金以外に別途発生する料金があるのに記載がないあるいは分かり
づらいなどなど）テレビその他広告があるとの指摘。

✓ テレビ広告やWeb動画広告などで音声＋文字で安さや優位性が強調されている際に、制約条件など打消し表
示が文字のみで表示されかつ小さい、あるいは表示されていても音声の強調タイミングと離れているなど。

（参考：消費者庁 広告表示に接する消費者の視線に関する実態調査報告書、打消し表示に関する実態調
査報告書)

■自主基準ガイドライン改定の方向性
✓ 条件（打消し表示）を多数付ける広告表示の際の留意事項等について追記
→TV広告等で使用されるWeb誘導等において、Webサイトやカタログなどでは自己に対して適用される料金が正
確でわかりやすく記載されているような配慮が必要。
✓ 不適切事例の追記（例：固定回線別途要、複数回線契約要などでの打消し表示のあり方他）
✓ 「〇〇放題」などの表現における本体表示と注釈の一体表示について追記
✓ 別表８（文字サイズの規定等）および別表９のアップデート
→TV画角、Web動画広告、速度やデータ容量の単位）

■改定対象条文（案）
・第6条（虚偽・誇大等の表現や利益のみの強調表示の禁止、不利益事項の記載）
・第18条（割引適用条件の明示、割引期間の明示）
・その他必要な条文
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③Web広告（Webサイト）の課題
✓ Webサイト（ホームページ等）で注釈にたどり着くまで画面スクロールを要するなど本体（強調）表示から離

れている、重要な注釈がアコーディオンパネルの中にあり気づきにくい、バナー広告内の強調表示に対する注釈
（打消し表示）がリンク先に記載されている場合でリンク先の注釈が認識しづらいなど、必要な注釈が見落とさ
れることがあるなど。

（参考：消費者庁 広告表示に接する消費者の視線に関する実態調査報告書、打消し表示に関する実態調
査報告書)

■自主基準ガイドライン改定の方向性
✓ 不適切事例の追記
→本体表示と注釈の位置がおおきく離れている、クリックすることで注釈類が表示されるいわゆるアコーディオンパネル
の中に重要注釈があるなど

■改定対象条文（案）
・第5条（分かりやすい表示 文字サイズ・色・濃さ 強調表示と打消し表示の相対的大きさ 注釈の近接表示）
・第6条（虚偽・誇大等の表現や利益のみの強調表示の禁止、不利益事項の記載）
・その他必要な条文
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【参考】 電気通信サービス向上推進協議会ホームページから

（2019年5月9日開催 広告表示アドバイザリー委員会 事業者への通知）

■ テレビCM 指摘事項：料金表示関連

いわゆる「条件付き最安料金訴求」の広告表示については、総務省有識者会議でもテレビCMの内容が表示全
体として利用者にどのように伝わっているのか、また、打消し表示のあり方等の考慮について指摘されているところで
ある。

条件付き最安料金訴求の広告では安い金額を強調しているが、その金額での契約には複雑かつ多数の条件が
付くこともあり、条件となる打消し表示を見た一般消費者が自己に対して適用される料金を理解できないような場
合があるのではないかと考えられる。

このような多数の条件・打消し表示が必要となるような料金体系自体やその訴求方法を見直すべきではない
か。

また、詳細の案内をWebへ誘導しているがWebサイトにおいて本体表示と注釈（打消し表示）が離れているなど、
サービスの詳細条件や自己に対して適用される料金が分かりづらい状況とならないよう、テレビCMと合わせてWeb
サイトの表記についても十分に配慮してほしい。

http://203.178.113.131:8000/


３．事業者店頭広告オーディットの進捗
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①事業者による掲出物のルール強化・徹底

移動体通信事業者3社(4ブランド）の店頭（いわゆる「キャリアショップ」の）広告掲示ルールの見直しによる広告
表示適正化が2018年12月に3社一斉に行われた。（ドコモ、KDDI、ソフトバンク各社による取り組み）

②事業者による掲出状況の事後チェック

事業者は上記①適正化が維持されるように定期的に事後チェック（店頭掲出状況確認）を実施する。チェック方
法（頻度、時期、確認方法や確認店舗数他）は事業者で検討中。

→TCAから別途進捗を報告。

③事業者の事後チェック内容の報告を受ける

上記②事後チェックについて通信4団体を通じ電気通信サービス向上推進協議会はチェックの内容および結果の報
告を受ける。事業者の事後チェックが適切に機能しているかを外部から監査する。報告内容の形式や時期等詳細は
事業者と検討を進める。報告内容の概要を事業者名を伏せて同協議Webサイトで公開予定。

※事業者の店頭事後チェックの結果、店頭広告の掲出状況への懸念が再び発生することが予想されるような場 合
は、電気通信サービス向上推進協議会においても事業者の事後チェックとは別のチェック方法について導入を検討す
る。 13

2019年3月14日 消費者保護WGから下線部分を更新
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14

MNO広告モニタリング（事後チェック）について

①基準
各社共通の基準をベースとする（別紙）

②対象チャネル
全て（キャリアショップ、量販店、販売店）

MNO3社 TCA サ向協

■事後チェック体制の共通化

■報告方法
MNO3社の広告モニタリング（事後チェック）結果をTCAにてとりまとめ、サ向協殿へ報告し、指導・コメントを頂く

報告

■事後チェック内容
違反店舗数
違反の内容
その後の状況 等

■事後チェックのサイクル

半期分（4～9月/10～3月）をとりまとめて
期末の翌々月にサ向協殿へ報告
※初回は2019年度上期分について2019年11月中に報告

■対象物
店頭掲出物、チラシ

◼ MNO3社は、2019年度より販売代理店の広告表示適正化に向けたモニタリング（事後チェック）を開始
⇒ 半期毎にTCAにてとりまとめ、電気通信サービス向上推進協議会殿へ報告

TCA



基準 広告表示自主基準・ガイドライン

①お客様の不安を煽るような表現はないか？

はじめに（必ず配慮する事項）
第1条（目的）
第4条（基本的な遵守事項）1項
第6条（虚偽、誇大等の表現を用いない広告表示）

②お客様に誤認を与えるおそれのある表現となっていないか？

はじめに（必ず配慮する事項）
第4条（基本的な遵守事項）2項4項
第5条（分かりやすい広告表示）各号
第6条（虚偽、誇大等の表現を用いない広告表示）
第8条（料金等に関する広告表示）
第9条（無料又は割引キャンペーンに関する広告表示）2号4号各号
第11条（サポート体制に関する広告表示）
第18条（携帯電話サービス等の料金等に関する広告表示）1項
第19条（携帯電話サービス等の提供エリアに関する広告表示）
第21条（携帯電話等移動体端末に関する広告表示）
第22条（広告媒体ごとの留意事項）1項

③キャンペーン適用条件や記載内容等がお客様に分かりやすい表
現になっているか？

第5条（分かりやすい広告表示）各号
第8条（料金等に関する広告表示）
第9条（無料又は割引キャンペーンに関する広告表示）各号
第18条（携帯電話サービス等の料金等に関する広告表示）
第22条（広告媒体ごとの留意事項）1項

④第三者が創作した著作物等を広告に利用する場合、権利者から
許諾を得ているか？

第4条（基本的な遵守事項）1項

⑤お客様にとって、利益事項だけでなく、不利益事項も記載している
か？（解約金の説明等）

第6条（虚偽、誇大等の表現を用いない広告表示）各号
第8条（料金等に関する広告表示）2項2号
第9条（無料または割引キャンペーンに関する広告表示）1号2号
第20条（モバイルデータ通信サービス等の速度、料金その他）1号2号
第22条（広告媒体ごとの留意事項）1項

⑥比較表示をする際は、表現についてルールを守っているか？

第6条（虚偽、誇大等の表現を用いない広告表示）6号
第7条（比較表示）
第8条（料金等に関する広告表示）1項
第9条（無料又は割引キャンペーンに関する広告表示）3号

（別紙）事後チェック基準
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事前 事後

キャリア
ショップ

店頭

チラシ

SNS

販売店
量販店

ルール整備
（事前確認）

※１

※１：代理店が運用上判断がつかない場合に事前確認を行う
※２：総務省・消費者庁要請を踏まえ、景品表示法等の遵守を要請（発出日 ドコモ：7/5 KDDI：7/22 SB：7/19）
※３：ドコモのみチラシについても実施／SNSは3社とも価格訴求禁止の掲載ルールを制定
※４：SBは販売店についても実施／SNSについてドコモは販売店・量販店にも/SBは販売店にも、価格訴求禁止の掲載ルールを制定

：新たな取組み ：既存の取組み

（参考）MNOの販売代理店の広告表示適正化の取組み

法令遵守
要請文

※2

事後チェック

ドコモ：
・ 支社・支店によるチェック（四半期・全店）
・ 営業管理部門監査（年1回・全店）

KDDI：
・ 店頭写真の報告（年2回・全店）

SB：
・ 店頭写真の報告（四半期・全店）

・ 違反報告フォームの設置（全店）

ドコモ：
・ 支社・支店によるチェック（四半期）
・ 営業管理部門監査（年1回・ｼｽﾃﾑ設置店）

KDDI：
・ 店頭写真の報告
（年2回・当社販売スタッフ配置店舗）

SB：
・ 店頭写真の報告
（年2回・当社販売スタッフ配置店舗）

ドコモ：
・ 支社・支店によるチェック（四半期・全店）
・ 営業管理部門監査（年1回・ｼｽﾃﾑ設置店）

KDDI：
・ 特定期間内全件チェック（年2回）

SB：
・ 違反報告フォームの設置（全店）

事業者指定
様式に限定

※3
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４．携帯電話番号ポータビリティ（MNP）による
乗換えの際の違約金の発生に関する注意喚起
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【2019年6月25日 消費者庁報道資料概要 MNP時違約金について 】

✓契約解除料（違約金）が発生しない期間に転出手続き（MNP予約番号取得等）を
行っても移転先MNP手続きが完了しない状態で違約金不要期間を超えてしまうと違約
金が発生する場合がある。

✓特にMVNOの場合はWeb手続きが中心であり、本問題が顕在化するおそれがある。

✓このことについて移転元・移転先とも注意喚起が十分とは言えない。

✓業界全体の問題であり、電気通信サービス向上推進協議会へ消費者に対する適切な
情報提供等、所要の改善策を速やかに講じることを要請。
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更新期間を過ぎてMNP移転を行う際の解約金に係る利用者への案内

19

◼ 更新期間中にMNP予約のうえMNP移転手続を行ったものの、転入手続に日数を要する等により更新期間を過
ぎ、その結果MNP移転元に於ける解約金が発生する可能性がある旨の消費者庁報道発表（※）について、
MNO3社では、次のとおり対応する考えである。

※ 「携帯電話端末の店頭広告表示等の適正化について ～携帯電話端末の店頭広告表示とＭＮＰにおける違約金の問題への対応～」（2019年6月25日）

・ MNP移転元としては、現状でも予約番号払い出しの際の個別メールやサイト（MNPの
紹介ページ等）等において解約金に関する説明を行っているが、確認し見直しを検討。
・ MNP移転先としては、店頭手続が主であるため該当のケースは少ないと思われるが、オ
ンライン加入手続の場合等、移転元の解約金発生可能性について説明の見直しを検討。

例 MNP移転元の場合
(予約番号払出し時)

TCAMNO
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◼ 指摘事項
「乗換え先の携帯電話会社のWeb上でMNPによる新規契約申込を行う場合においては、審査を経て当該会社
からSIMカード（及び端末）が届き、回線切替えが完了するまでの日数、MNPの手続きが完了せず、違約金が
発生する場合があり得る」
※消費者庁「携帯電話端末の店頭広告表示等の適正化について」（2019年6月25日） 7ページより

◼ MVNOの対応について
本件の指摘を受け、テレコムサービス協会のホームページで公開している「MVNOサービスの利用を考えている方へ
のご注意とアドバイス」へ、下図の通り、新たにチェックポイントを追加し、8月30日にリリース予定。
さらに、MVNO各社のホームページへ同アドバイスへのリンクを掲載いただくよう要望。
また、MVNO各社においても、契約手続き前に契約者へご確認いただく重要事項説明書等にて告知。

←8月30日に新たにリリース予定

↓MVNOサービスを検討している方への注意内容

MVNO
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

検討期間

改定要否検討期間 改定案策定 4団体
照会

１．広告チェック体制における消費者モニターの導入

運用開始

２．「電気通信サービスの広告表示自主基準及びガイドライン」 改定検討

スケジュール
2019年 2020年

パブ
コメ

修正 第13版 運用開始★

報道発表

３．店頭広告の掲出状況チェックに対する外部オーディット

事業者準備期間 運用開始
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★

6月17日 広告表示自主基準WG 「改定要」決定

★

広告表示自主基準WG

★

サ向協 広告表示検討部会で運営方針確認・決定

8月29日

実施準備期間

４．携帯電話番号ポータビリティ（MNP）による乗換えの際の違約金の発生注意喚起

事業者準備期間

順次注意文言等追記

http://203.178.113.131:8000/
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